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１ 部活動の意義と位置付け 

（１）部活動の意義 

 部活動は、学校において計画する教育活動で、部員同士の切磋琢磨や自己の能力に応じ

て、粘り強く取組み技能や記録に挑戦する中で、協調性や達成感、生徒の自主的、自発

的な参加により行われるという特性がある。 

 また、共通の目標に向かって活動を共にする過程をとおして、顧問と生徒、生徒同士

の信頼関係が深まり、教員にとっても、生徒理解をより深めるための重要な機会となる。

部活動は、心身をリフレッシュさせるだけでなく、多くの生徒に喜びと生きがいをもた

らし、学校生活を豊かで充実したものにするものである。 

 

（２）部活動の学校教育における位置付け 

第１章 総則 

第５ 学校運営上の留意事項 

 １ 教育課程の改善と学校評価、教育課程外の活動との連携等 

 

 ウ 教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するものと

する。特に、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポー

ツや文化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育

が目指す資質・能力の育成に資するものであり、学校教育の一環として、教育課程と

の連携が図られるよう留意すること。その際、学校や地域の実態に応じ、地域の人々

の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫

を行い、持続可能な運営体制が整えられるようにするものとする。 

 

     【中学校学習指導要領】（平成２９年告示）解説 総則編 平成 29 年７月 

 

２ 部活動の目的（ねらい） 

 (１) 中学生として、健全な心身の発達向上を図る。 

 (２) 将来における望ましい余暇利用の基礎的態度の育成を図る。 

 (３) 生徒と教師、生徒と生徒の相互理解の場とする。 

 

３ 部活動の基本方針 

  (１) 全校生徒部活動に入部することを奨励する。 

 (２) 教育活動の一環として位置づけ、顧問制(顧問･副顧問)を採り、指導･支援にあた 

   る。 

 (３) 勝利至上(結果)主義にならず、健全育成に寄与した心身共にバランスの取れた発 

      達を願い、生涯学習の運営が円滑になるようにする。 

 (４) 共通の趣味や関心を基盤とした集団活動を行う中で、友情を深め、社会性を養い、 

   教師と生徒、上級生と下級生間の豊かな人間関係(信頼･友情･協力)を育てる。 

 (５) 顧問・副顧問・外部コーチ・部活動指導員、部員、保護者が三者連携を密にしな 

  がら、共通理解のもと、協力体制を確立しながら指導していく。 

  (６)家庭・学校生活、学級において、自主的・自発的な活動を促進し、自分達の力で 

   集団生活をより楽しく、より良いものにする態度や実践力を養う。 
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４ 指導の在り方  
（１）体罰（暴力・暴言）・ハラスメントについての心得 

  部活動の指導においては、部活動顧問、副顧問、部活動指導員による以下のような発 

 言や行為は体罰・ハラスメントとして違法であり許されないものである。生徒の健康管 

理と安全管 理を徹底するため、特に以下の点に留意するものとする。 

 

①  部活動顧問・部活動指導員は、指導と称して殴る、蹴る等の暴力は行わない。 

  また、威圧的な言葉による指導も体罰に当たるという認識を持つ。 

 ② 部活動顧問・部活動指導員は、生徒の人間関係に日常的に十分注意するとともに、 

 生徒の状況を必要に応じて学校全体で共有し、いじめの未然防止を徹底する。 

 ③ 部活動顧問・部活動指導員は、セクシャルハラスメントと判断される行為や発言 

 「性的な性質の発言」等は行わない。 

 ④ 部活動顧問・部活動指導員は、特定の生徒に対して過度な肉体的、精神的負担を 

 与えるような指導は行わない。 

 ⑤ 部活動顧問・部活動指導員は、職権を利用した威圧的な言動や人権を否定するよ

うな態度など精神的に追い込む行為は、パワーハラスメントとして違法であり許さ 

れるものではない。 

 

 

（２）保護者会の設置 

○保護者会の設置に当たっては、保護者の意向を十分に踏まえることや、学校が設 

置や運営に適切に関与し、協力体制の構築に務める。 

○大会参加や保護者会費等については、保護者会を開催し事前説明や収支報告等を 

行い、建設的な運営に務める。 

 

５ 活動時間と休養日の設定 

（１）活動時間 

   活動時間は以下のとおりとする。≪※準備・片付けの時間は含まない≫ 

    ○平日の活動時間は、２時間程度とする。 

※完全下校時刻は、通年で午後 6 時 00 分（R6 より） 

  ○学校の休業日（週末・夏休・冬休・春休・ＧＷ等）は３時間程度とする。 

  ○早朝練習は、原則午前 7 時 20 分～7 時 50 分とする。（校長の承認を得ること。） 

（２）休養日   （※大会前の土日の活動に関しては、柔軟に対応する。） 

   ○水曜日と土・日のいずれか１日（週２日）は、活動を休みとする。 

   ○休業日に大会や遠征が入る場合は、帰島後２日は休みとする。 

（３）部活動停止日 

   ○毎月第３日曜日「家庭の日」は活動を休みとする。 

○毎月第３水曜日「伝統文化学習の日」は活動を休みとする。 

     ○夏季休業中の学校閉庁日は、休みとする。 

（４）その他 

 ○時間延長は、保護者の同意のもと、学校長の許可を受けて行う事ができる。 
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  ※長期休業中は、週２日の休養日以外に、まとまった休みを設けることが望ましい。 

６ 大会等への対応  

  校長は、大会への参加にあたり、教育的意義、生徒及び部活動顧問の負担が過度とな 

 らないことを考慮して、参加する大会を精査する。 

 ※中体連主催以外の大会については、当該生徒に参加の意思確認を行った後に、 

 学校長及び顧問の判断のもと大会参加を決定する。 

 

７ 安全管理の徹底 

 （１）熱中症対応について 

部活動顧問は、部活動の活動時の天候に十分留意する。高温多湿下においては、水 

 分補給や休憩、休息をしっかりとらせ、熱中症予防に十分配慮する。運動部活動につ

いては、気温３５℃以上の日及び熱中症アラートが発表された場合は、生徒の心身

の状態や時間帯も含め、安全を最優先にする。 

 （２）暴風、竜巻、雷について 

   部活動顧問及び部活動指導員は、気象条件に十分配慮しながら指導を行う。特に暴 

  風、竜巻、雷等の自然発生的な天候が心配される時は、活動を速やかに中止し安全  

    に帰宅させることができるよう指導する。（すぐに下校させず、保護者引き取りに 

  する場合もある。） 

 （３）生徒の事故防止について 

部活動顧問及び部活動指導員は、生徒の事故防止のための必要な措置について生徒 

 とその保護者への啓発を行う。また、特に運動部活動では、部活動実施前の準備運   

   動と部活動実施後の整理運動を適切に行わせる。さらに器具等の扱いについては、  

    生徒に対し、使用前の安全確認を徹底させ、使用方法について十分に指導する。 

 （４）部活動実施における安全確認について 

   部活動顧問及び部活動指導員は、部活動を行う場合には学校の敷地内にいることと 

  する。特に早朝練習を行う場合には、部活動顧問が必ず立ち会う。以上について、  

    部活動顧問が対応することができない時は、代理の者にこれらを行わせる。 

 （５）AED の管理について 

   AED を適切に管理し、その設置場所及び操作方法を全職員が把握するよう徹底す

る。また、緊急時の対応についての校内マニュアルを整備し、消防機関等と適切に

迅速に連携することができるようにする。 

 （６）健康管理について 

学校教育全体をとおして、日常から生徒に対して自らの健康管理に関する指導を適

切に行う。また、生徒の健康状態については、普段から保護者との情報共有に積極的 

に努めておく。 

 （７）連絡体制の整備 

部活動において事故が発生した場合は、生徒の命を守り、負傷等の悪化を最小限に

抑えることが第一優先である。校長は、連絡通報体制の確立と事故発生の対応につい

て平素から全教職員及び外部指導者に対して周知徹底する。 
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８ 学校以外の相談窓口 

  暴力・暴言・ハラスメントを受け続けると、精神的に追いつめられ、心身症や適応障 

害、うつ病などを発症し、時に最悪の事態につながることもある。部活動において、暴 

力・暴言・ハラスメントを受けたり、それを受けている部員から相談があった、あるい 

はそれらしきことを見かけた場合は、一人で悩まず、信頼できる人に相談することが大 

切である。学校は、下記の学校以外の相談窓口について、指導者、部員、保護者等へ周 

 知すること。 

子 ど も の 人 権 110 番 0120-007-110（全国共通・通話料無料） 

受付時間：平日 8:30～午後 5:15  

検索「インターネット人権相談」 

http://www.moj.go.jp/content/001222273.gif 

那覇地方法務局、沖縄県人権擁護委員連合会 

 

                      【電話相談案内】機関名     電話番号 

子ども若者みらい相談プラザ「sorae」  

月火木金土 10:00～18:00 休：水・日・祝日・年末年始 

098-943-5335 

沖縄県総合福祉センター内 

親 子 電 話 相 談 休：日・祝祭日・年末年始  

月～土 9:00～22:00（時間外は留守電・FAX 対応） 

098-869-8753 

県教育庁生涯学習振興課 

2 4 時 間 子 ど も S O S ダ イ ヤ ル  0120-0-78310 

子どもの悩み事１１０番（沖縄弁護士会）  

 毎週月曜日（祝祭日を除く）16:00～19:00  

 

098-866-6725 

 

 ９ 指導者と部員等との連絡体制の在り方 

 ①児童生徒等との連絡は、原則として学校の電話を利用し、職員私用の携帯電話や 

メールを使用しないこと。やむを得ずメール等を使用する場合は、CＣ等を利用す

るなどして、管理者が連絡内容等を把握できるようにすること。 

 ②携帯電話のメール、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）等を、児童

生徒等との私的な連絡の手段として使用しないこと。 

 

１０ 新型コロナウイルス感染症拡について 

 ○令和５年５月８日から「５類感染症」になりました。 

  マスクの着用をはじめ基本的な感染症対策は個人か事業者に判断を委ねることを基

本とする。 

※新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に係る新型インフルエンザ等感染症から 5 

類感染症への移行について（令和 5 年 4 月 27 日厚生労働大臣 加藤勝信）より抜粋 
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